
市町村における消費生活相談体制の整備　(予定）

H29.5.1

◇甲斐市　センター設置 H29.10.1～

◇笛吹市　相談員配置 H29.5.1～ センター設置 H29.8.1～

◇韮崎市・北杜市　センター設置　H29.10.1～

◇山梨市・甲州市　＊相談員配置 未定

◇中央市　　＊相談員配置　未定

 ※消費生活相談員　単独配置

 ※相談業務の委託協定

◆下線の市町村は H29.4末 現在消費生活センター開設、
  又は消費生活相談員配置済み【広域連携含む】

消費生活センター

広域消費者相談窓口
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